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県内の刑法犯認知件数は、平成14年をピークとし、以後は減少傾向にありますが、依

然として犯罪情勢は厳しく、何の落ち度もない人が突然被害者となり、苦しい立場に置

かれる事件、事故が後を絶たない状況です。 

県では、平成31年４月に「和歌山県犯罪被害者等支援条例」を、令和２年４月には同

条例に基づき「和歌山県犯罪被害者等支援基本計画」を策定し、犯罪被害者等への支援

強化に取り組んでいます。 

この度、県内の犯罪被害者等支援体制の充実や犯罪被害者等支援担当職員の支援スキ

ル向上を図ることを目的として、和歌山県主催で、公益社団法人紀の国被害者支援セン

ター、警察、刑務所、県内市町村の担当職員（参加予定人数約60名）を対象に、標記研

修会を開催します。 

 

記 
 
１ 日時 

令和５年８月29日（火）午後１時～午後４時 
 
２ 場所 

和歌山県自治会館２階会議室 （和歌山市茶屋ノ丁２－１） 
 
３ 内容 
(1) 開会挨拶  
 
(2) 被害者遺族による講演  

（NPO法人 Coffee
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 理事長 深迫 祥子氏） 

 

(3) 犯罪被害者等支援に関する講演・グループワーク 

  （公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター 副理事長 仲 律子氏） 

 

(4) 質疑・応答 
 
４ 主催 
  和歌山県 

「令和５年度犯罪被害者等支援担当職員研修会」について 


